
悪臭の規制基準について 

 

１ 工場その他の事業場（以下単に「事業場」という。）における事業活動に伴って発生する

特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地

表における規制基準 

 

項 特定悪臭物質の種類 
許容限度 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 

１ アンモニア １ ２ ５ 

２ メチルメルカプタン ０．００２ ０．００４ ０．０１ 

３ 硫化水素 ０．０２ ０．０６ ０．２ 

４ 硫化メチル ０．０１ ０．０５ ０．２ 

５ 二硫化メチル ０．００９ ０．０３ ０．１ 

６ トリメチルアミン ０．００５ ０．０２ ０．０７ 

７ アセトアルデヒド ０．０５ ０．１ ０．５ 

８ プロピオンアルデヒド ０．０５ ０．１ ０．５ 

９ ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ ０．０３ ０．０８ 

10 イソブチルアルデヒド ０．０２ ０．０７ ０．２ 

11 ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ ０．０２ ０．０５ 

12 イソバレルアルデヒド ０．００３ ０．００６ ０．０１ 

13 イソブタノール ０．９ ４ ２０ 

14 酢酸エチル ３ ７ ２０ 

15 メチルイソブチルケトン １ ３ ６ 

16 トルエン １０ ３０ ６０ 

17 スチレン ０．４ ０．８ ２ 

18 キシレン １ ２ ５ 

19 プロピオン酸 ０．０３ ０．０７ ０．２ 

20 ノルマル酪酸 ０．００１ ０．００２ ０．００６ 

21 ノルマル吉草酸 ０．０００９ ０．００２ ０．００４ 

22 イソ吉草酸 ０．００１ ０．００４ ０．０１ 

備考 １ 「Ａ地域」、「Ｂ地域」及び「Ｃ地域」とは、それぞれ悪臭防止法（昭和４６

年法律第９１号）第３条の規定に基づき指定した地域をいう。 

２ この表の許容限度の値は、特定悪臭物質の含有率が１００万分の１である場

合を１として表示したものである。 

 

 

 

 



２ 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突そ

の他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の 排出口における規制基準排出口にお

ける許容限度は、次の式により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、

二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草

酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。 

 

𝑞 = 0.108 × 𝐻
ଶ・𝐶 

 

この式は、補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、適用しな

い。 

この式において、𝑞、𝐶及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。 

𝑞：流量(温度摂氏零度、圧力一気圧の状態)[単位：Nmଷ/h]  

C：一の表の許容限度値[単位：ppm] 

H：次の式により算出し、補正された排出口の高さ(有効煙突高さ)[単位：m]  

 

H = 𝐻 + 0.65(𝐻 + 𝐻௧) 

H =
0.795ඥ𝑄・𝑉

1 +
2.58
𝑉

 

H௧ = 2.01 × 10ିଷ・𝑄・(𝑇 − 288)・ ൬2.30 log 𝐽 +
1

𝐽
− 1൰ 

𝐽 =
1

ඥ𝑄・𝑉
൬1460 − 296 ×

𝑉

𝑇 − 288
൰ + 1 

 

これらの式において、H、𝑄、𝑉及び𝑇は、それぞれ次の値を表すものとする。 

H：排出口の実高さ[単位：m] 

𝑄：温度 15度における排出ガスの流量[単位：mଷ/s] 

𝑉：排出ガスの排出速度[単位：m/s] 

𝑇：排出ガスの温度[単位：K] 

  



３ 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質(次の表に掲げる物質に限る。)を

含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 

 

項 
特定悪臭物質

の種類 

事業場から敷地外に排出さ

れる排出水の量 

許容限度 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 

１ メチルメルカ

プタン 

０．００１立方メートル毎

秒以下の場合 

０．０３ ０．０６ ０．２ 

０．００１立方メートル毎

秒を超え、０．１立方メー

トル毎秒以下の場合 

０．００７ ０．０１ ０．０３ 

０．１立方メートル毎秒を

超える場合 

０．００２ ０．００３ ０．００７ 

２ 硫化水素 ０．００１立方メートル毎

秒以下の場合 

０．１ ０．３ １ 

０．００１立方メートル毎

秒を超え、０．１立方メー

トル毎秒以下の場合 

０．０２ ０．０７ ０．２ 

０．１立方メートル毎秒を

超える場合 

０．００５ ０．０２ ０．０５ 

３ 硫化メチル ０．００１立方メートル毎

秒以下の場合 

０．３ ２ ６ 

０．００１立方メートル毎

秒を超え、０．１立方メー

トル毎秒以下の場合 

０．０７ ０．３ １ 

０．１立方メートル毎秒を

超える場合 

０．０１ ０．０７ ０．３ 

４ 二硫化メチル ０．００１立方メートル毎

秒以下の場合 

０．６ ２ ６ 

０．００１立方メートル毎

秒を超え、０．１立方メー

トル毎秒以下の場合 

０．１ ０．４ １ 

０．１立方メートル毎秒を

超える場合 

０．０３ ０．０９ ０．３ 

備考 この表の許容限度の値は、１リットルにつきミリグラムを単位として表示したもので

ある。 

１の表の備考１は、この表について準用する。 

 


